
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税における住宅の貸付けに係る非課税範囲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：消費税では住宅の貸付けは非課税だそ

うですが、その範囲はどのようになっている

のですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

消費税における住宅の貸付けに係る非課税

範囲は、貸付けに係る契約において人の居住

の用に供することが明らかにされている場合

のほか、契約において貸付けに係る用途が明

らかにされていない場合にその貸付け等の状

況からみて人の居住の用に供されていること

が明らかな場合も含まれます。 

たとえば、次のような場合がこれに該当し

ます。 

①住宅の賃借人が個人であって、その住宅が

人の居住の用に供されていないことを賃貸人

が把握していない場合 

②住宅の賃借人がその住宅を第三者の転貸し

ている場合であって、その賃借人と入居者で

ある転借人との間の契約において人の居住の

用に供することが明らかにされている場合 

③住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸し

ている場合であって、その賃借人と入居者で

ある転借人との間の契約において貸付けに係

る用途が明らかにされていないが、その転借

人が個人であって、その住宅が人の居住の用

に供されていないことを賃貸人が把握してい

ない場合  
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